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表紙

上記事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基
づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面
（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略しております。

第７回定時株主総会の招集に際しての
電子提供措置事項（交付書面非記載事項）

●　事業報告
「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
●　計算書類
「株主資本等変動計算書」
「個別注記表」

（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

ミーク株式会社
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め企業価値向上を進めるため、内部統制シス
テムに関する基本方針及び各種規程を制定し、役職員の責任の明確化を行い、規程遵守の徹底を
図り、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。当社の内部統制システムに
関する基本方針の概要は以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
１）コンプライアンスの統制方針、体制、行動規範を定めることを目的としたリスク・コンプ
ライアンス規程及び企業行動規範を制定し、法令、定款、社内規程等に則った業務執行を
行う。

２）内部監査及び監査役監査を実施し、職務の執行が法令及び定款に適合していることを確認
する。

３）内部通報制度の有効性を確保するための規程を制定し、業務執行に係るコンプライアンス
違反及びそのおそれに関して、通報・相談を受け付けるための窓口を設置する。

４）会社規程集（定款を含む）を整備し、取締役及び使用人が常に目をとおせる状態にする。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
１）職務の執行に係る文書その他の情報は、文書管理規程、知的財産管理規程及び関連マニュ

アルを制定し、保存・管理をする。なお、保存・管理体制は必要に応じて見直し等を行
う。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
１）損失の危険（以下、「リスク」という。）の予防及び発生したリスクへの対処につきリス
ク・コンプライアンス規程及び関連マニュアルを制定・運用するとともに使用人への教育
を行う。

２）各業務執行取締役及び執行役員は、その所掌範囲のリスクを洗出し、常に状況を把握する
とともに定期的にリスク・コンプライアンス委員会に報告する。当該委員会は、代表取締
役を長とし執行役員、本部長、室長、部長、常勤監査役で構成され、リスク・コンプライ
アンス管理について協議・検討する組織である。

３）内部監査人による内部監査の実施及び指摘事項がある場合、適切かつ速やかに対処する。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
１）執行役員規程等職務執行に関連する規程を整備・運用する。
２）各組織単位に業務執行取締役又は執行役員を置き、所定の権限を持ち職務執行するととも
に、毎月業務執行状況を取締役会に報告する。

３）決裁規程に基づく各階層の決裁者間で業務執行内容をチェックし、執行段階での牽制機能
が働くようにする。

４）社長、業務執行取締役、執行役員、本部長、部長による経営会議を実施し、経営状況を共
有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。

⑤ 監査役補助人に関する事項
１）監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役補助人を任命し、監査業
務の補助に当たらせる。

２）監査役補助人は、監査役の指揮命令に従って、監査業務を補佐するものとする。
３）監査役補助人の任免、異動、人事考課、懲罰については、監査役の同意を得た上で行うも
のとし、取締役からの独立性を確保するものとする。

４）監査役補助人が監査役の指揮命令に従う旨を取締役及び使用人に周知徹底する。

⑥ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
１）取締役及び使用人は、監査役の要請に応じて報告をするとともに、職務執行の状況、経営
に重大な影響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・適切に監査役又は監査役会に直
接又は関係部署を通じて報告し、監査役と情報を共有する。

２）監査役は、取締役会等重要な会議に出席し、付議事項について情報を共有する。
３）重要な稟議書は、決裁者による決裁後監査役に回付され、業務執行状況が逐一報告される
体制とする。

４）監査役に報告を行った者に対し、報告したことを理由とする不利な扱いを禁止する。
５）監査役が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行
に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の精算処理を行う。

６）内部監査人、会計監査人との定期的な連絡会を設け連携を深め、実効的監査が行えるよう
にする。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

⑦ 財務報告の信頼性を確保するための体制
１）財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つ
として位置付け、財務報告の信頼性確保を推進する。

２）内部統制が有効に機能する体制構築を図り、財務報告における虚偽記載リスクを低減し、
未然に防ぐように管理する。

３）財務報告の信頼性を確保するために、内部監査人が核となる評価チームにより、業務プロ
セスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を取締役社長に報告する。

４）必要に応じて、金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮した上で、諸規程の整備及
び運用を行う。

⑧ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
１）当社では、反社会的勢力との関係を根絶することを基本的な方針としており、反社会的勢
力対応規程において「当会社は、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭そ
の他の経済的利益を提供しない」旨を定めております。また、当社使用人に向けた反社会
的勢力との関係根絶に向けたセミナーの開催や所轄警察署、弁護士等の外部専門機関との
連携を図ることで、反社会的勢力による被害の防止を図る取組みを進めております。更
に、「特殊暴力防止対策連合会」に加盟し、不当要求等への適切な対応方法や反社会的勢
力に関する情報収集を実施しており、万一に備えた体制整備に努めております。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
①取締役会において、法令等に定められた事項や経営方針等の経営における重要な事項を決定
し、月次の経営業績の分析・対策・評価を検討するとともに、法令・定款等への適合性及び業
務の適正性の観点から審議を行いました。
②監査役は、重要な社内会議への出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査、
法令・定款等への遵守について監査いたしました。
③内部監査人は、内部監査計画を定め、内部監査を実施し、その結果を代表取締役及び監査役に
報告いたしました。
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株主資本等変動計算書

(2024年４月１日から2025年３月31日まで)
株 主 資 本

新株予約権 純 資 産
合 計資 本 金

資 本 剰 余 金 利益剰余金

株主資本
合　　計資本準備金 資本剰余金

合　　　計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合　　　計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 10,000 980,057 980,057 2,055,324 2,055,324 3,045,382 9,494 3,054,876
誤謬の訂正による累積
的 影 響 額 64,947 64,947 64,947 64,947

遡及処理後当期首残高 10,000 980,057 980,057 2,120,271 2,120,271 3,110,329 9,494 3,119,823

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 613,824 613,824 613,824 1,227,648 1,227,648

当 期 純 利 益 633,523 633,523 633,523 633,523

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 62,225 62,225

当 期 変 動 額 合 計 613,824 613,824 613,824 633,523 633,523 1,861,171 62,225 1,923,396

当 期 末 残 高 623,824 1,593,881 1,593,881 2,753,795 2,753,795 4,971,501 71,719 5,043,220

株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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個別注記表

建物附属設備 10年～15年
工具、器具及び備品 3年～10年

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法
・商品
　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）を採用
しております。
・貯蔵品
　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）を採用して
おります。

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用し
ております。

③ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しておりま
す。
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個別注記表

当事業年度（千円）
売上高 △213,336
契約負債 564,957

(4) 収益及び費用の計上基準
　当社の事業は、主に各種モバイル通信サービスを提供する事業であります。当社のモバイル通信サービス
は、各種通信回線の利用を可能な状態にしておくことであり、その履行義務は顧客が通信回線を利用する期
間にわたって充足すると判断しております。なお、これらの履行義務はいずれも直接顧客と契約することに
より財又はサービスを提供していることから、代理人に該当するものはありません。
　その他、現金以外の対価、返品・返金及びその他の類似の義務を含むものはありません。また、取引の対
価は履行義務を充足してから短期に受領しているため、重要な金融要素の調整は行っておりません。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　重要な外貨建金銭債権債務は期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益としておりま
す。

2. 会計上の見積りに関する注記
（重要な会計上の見積り）

通信サービスの提供期間の見積り
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

　過年度に識別された契約負債330,288千円のうち当期に209,854千円を収益として認識しており、また当期
に発生した530,447千円のうち423,190千円を繰り延べています。

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社の事業は、主に各種モバイル通信サービスを提供する事業であります。当社のモバイル通信サービス
は、各種通信回線の利用を可能な状態にしておくことであり、その履行義務は顧客が通信回線を利用する期
間にわたって充足すると判断しております。また、顧客の利用期間は過去の顧客の平均継続期間を基礎とし
たうえで、期末時点の事業の状況を踏まえて決定した見積り平均継続期間を用いており、主要な仮定である
見積り平均継続期間は今後の実績や状況の変化等に起因して、将来において見積りの期間の変更及びそれに
伴う売上収益の認識の変動が生じる可能性があります。
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個別注記表

有形固定資産の減価償却累計額 414,533千円

① 短期金銭債権 339,904千円
② 短期金銭債務 88,996千円

関係会社との取引高
営業取引による取引高

売上高 2,005,077千円
売上原価 386,016千円
販売費及び一般管理費 5,361千円

普通株式 11,388,000株

普通株式 1,010,000株

3. 誤謬の訂正に関する注記
　当事業年度において、一部の収益について収益認識の算定方法に誤りがあることが判明したことから、誤謬
の訂正を行いました。
　当該誤謬の訂正による累積的影響額は、当事業年度の期首の利益剰余金に反映しております。この結果、株
主資本等変動計算書の当期首残高は、繰越利益剰余金が64,947千円増加しております。

4. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

５. 損益計算書に関する注記

６. 株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の目的とな
る株式の種類及び数
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個別注記表

貸借対照表計上額 時 　 　 　   価 差 額

敷 金 38,865千円 38,556千円 △309千円

資 産 計 38,865 38,556 △309

リ ー ス 債 務 （ 注 ） ２ 101,890 100,403 △1,486

負 債 計 101,890 100,403 △1,486

７. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針
　当社は、必要な資金については自己資金により賄いますが、短期的な運転資金が必要となる場合には、金
融機関からの借入及びエクイティファイナンス等でバランスよく調達していきます。また、資金運用につい
ては流動性の高い預金等に限定し、投機的なデリバティブ取引は行わない方針であります。

②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である売掛金は通常の営業活動に伴い生じたものであり、顧客等の信用リスクに晒されておりま
す。これらの信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
　敷金は本社オフィスの不動産賃貸借契約に基づくものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
　営業債務である買掛金は、そのほとんどが１か月以内の支払期日であります。
　営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、当社では、資金繰計画を作成し管理しております。

③金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
り、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2025年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。

（注）１．「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払費用」「未払法人税等」「未払消費税等」について
は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略しております。

２．１年内返済予定のリース債務は、リース債務に含めて表示しております。
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個別注記表

区 分
時 価

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

敷 金 －千円 38,556千円 －千円 38,556千円

資 産 計 － 38,556 － 38,556

リ ー ス 債 務 － 100,403 － 100,403

負 債 計 － 100,403 － 100,403

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算
定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
敷金
敷金については、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値により算定
しており、その時価をレベル２の時価に分類しております。

リース債務
リース債務の時価については、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を
基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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繰延税金資産
賞与引当金 11,700千円
未払事業税等 10,672
貸倒引当金 7,239
一括償却資産 4,258
資産除去債務 3,722
その他 2,125

繰延税金資産合計 39,718
繰延税金負債

資産除去債務 △492
繰延税金負債合計 △492
繰延税金資産の純額 39,226

種 類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引内容 取 引 金 額

（千円） 科 目 期 末 残 高
（千円）

その他の関
係 会 社

ソニーネットワ
ークコミュニケ
ー シ ョ ン ズ
株 式 会 社

直接 25.2％
被所有

　

当社サービスの
提供
物流業務の委託
他

当社サービ
スの提供 1,950,410

売 掛 金 326,399

契 約 負 債 119,378

物流業務の
委託他 321,022 未 払 費 用 74,448

８. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産の及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

9. 関連当事者との取引に関する注記
その他の関係会社

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．当社サービスの提供及び物流業務の委託他については、価格交渉の上、決定しております。

２．2024年５月15日付での当社株式の一部譲渡を行ったことによりソニーネットワークコミュニケーシ
ョンズ株式会社は、親会社からその他の関係会社に属性が変更になりました。なお、取引金額につい
ては親会社であった期間も含めて記載しております。
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報告セグメント
モバイルIoT支援事業

IoT/DXプラットフォームサービス 1,916,554
MVNEサービス 4,057,846
顧客との契約から生じる収益 5,974,401
外部顧客への売上高 5,974,401

当事業年度
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 905,753
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 1,199,774
契約資産（期首残高） －
契約資産（期末残高） －
契約負債（期首残高） 332,799
契約負債（期末残高） 568,553

10. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社はモバイルIoT支援事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以
下のとおりであります。

（単位：千円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　収益を理解するための基礎となる情報は「１.重要な会計方針に係る事項に関する注記(4)収益及び費用の
計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

　サービス開始時の事務手続は、主に、通信回線の提供と一体となって顧客にサービスを提供するものと
し、その履行義務は顧客が通信回線を利用する期間にわたって充足すると判断しております。期末時点の顧
客の利用期間は過去の顧客の平均継続期間を基礎としたうえで、期末時点の事業の状況を踏まえて決定した
見積り平均継続期間を用いております。主に、サービス開始時の事務手続きに関する収益を契約負債として
繰り延べるとともに、収益の認識に伴い取り崩していますが、過年度に識別された契約負債332,799千円の
うち212,366千円を収益として認識しており、また当事業年度に発生した537,330千円のうち426,746千
円を繰り延べたことにより、契約負債を568,553千円計上しています。
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当事業年度
１年以内 358,476
１年超２年以内 203,157
２年超３年以内 6,919

合計 568,553

(1) １株当たりの純資産額 436円56銭
(2) １株当たりの当期純利益 64円78銭

①　募集方法 ：第三者割当（オーバーアロットメントによる売出し）
②　発行する株式の種類及び数 ：普通株式　　　　62,900株
③　割当価格 ：１株につき　　　　 736円
④　資本組入額 ：１株につき　　　　 368円
⑤　割当価格の総額 ：　　　　　　　46,294千円
⑥　資本組入額の総額 ：　　　　　　　23,147千円
⑦　払込期日 ：2025年４月22日
⑧　割当先 ：ＳＭＢＣ日興証券株式会社
⑨　資金の使途 ：事業拡大のための人件費及び採用費

ネットワーク増強費
IoT/DXプラットフォームサービス及びMVNEサービス拡充のた
めの開発費

②残存履行義務に配分した取引価格
　残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

11. １株当たり情報に関する注記

（注）当社は、2024年12月４日付をもって普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。こ
れに伴い、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び１株当たり当
期純利益を算定しております。

12. 重要な後発事象に関する注記
（第三者割当による新株式の発行）
　当社は、2025年３月21日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上
場にあたり、2025年２月14日及び2025年３月４日開催の取締役会において、ＳＭＢＣ日興証券株
式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増
資による新株式の発行を決議し、2025年４月22日に払込が完了いたしました。
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